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仮置場の運用に当たっての留意事項 
  

仮置場の運用のポイントを以下に示す。仮置場における環境対策、火災防止策の詳細については、【技

18-5】環境対策、モニタリング、火災防止策を参照のこと。 

 
【人員の確保】 

・仮置場を管理・運営するためには、受付（被災者、場所の確認、積荷のチェック）、出入口の交通

誘導員、分別指導員、荷下ろし補助員等が必要である。特に発災初期は人員の確保に時間を要する

ことが多いため、円滑に人員を確保できるよう、あらかじめ庁内での応援体制を構築しておく。併

せて、近隣自治体との災害支援協定の活用やシルバー人材センター等との連携について平時から協

議し、円滑な人員確保のための体制を整えておくことが重要である。 

 

【災害廃棄物の分別】 

・災害廃棄物の分別は、下記に示すような大きなメリットがあり、分別の必要性と方針を初動時に明

示し、住民等の協力を得ることが重要である。住民等が分別したものを戸別に収集する事例が見ら

れるが、結果として混合廃棄物となっている事実もあり、戸別収集を選択する際は慎重な検討が必

要であることに留意が必要である。 

・仮置場における分別等は、担当職員の指導はもとより、各現場で作業を行う人材（応援者、地元雇

用者等）の能力や認識に相当依存することから、リーダーや役割分担を決め、分別の重要性、内容、

方法について共通理解を図った上で、分別を行うことが重要である。 
・また、被災場所等の片付けや仮置場への搬入は、ボランティア活動によるものが大きいことから、

ボランティアの取りまとめを行う社会福祉協議会等と分別に係る情報交換を行って共有を図りつ

つ、分別や安全の確保を徹底する。教材として「災害廃棄物早見表」（一般社団法人廃棄物資源循

環学会）を活用すると良い。 
 
＜分別を行うことのメリット＞ 

円滑な搬出 

・災害廃棄物の種類に応じて処理を行うことができる事業者を確保し、搬出することが容易となる。

これに伴い、仮置場の逼迫を防ぎ、搬入停止などの支障を来たすことなく、円滑な運営が可能とな

る。 
安全衛生の確保 

・腐敗性廃棄物、火災発生の危険性がある畳や木くず、適正処理困難物等を適切に分別することで、

悪臭や害獣・害虫・火災の予防対策が容易となり、周辺環境や作業員の安全衛生の確保につながる。 
処理・処分費用の抑制と処理期間の短縮 

・混合廃棄物の発生を抑制することで、災害廃棄物の種類に応じた処理事業者の確保が容易となり、

処理・処分費用の抑制や処理期間の短縮も可能となり得る。 
最終処分場の延命化 

・災害廃棄物の再生利用が進むことで埋立処分量が低減し、最終処分場の延命化につながる。 
 
【搬入量・搬出量の把握】 

・災害廃棄物処理の進捗や処理費用を管理するためには、搬入量・搬出量の把握が重要である。特に
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処理・処分先への搬出量は、国庫補助金を申請する上で必須の情報でもある。そのため、搬出量に

ついては必ず計量機で計量し、記録することが必要である。搬入量についても、簡易計量機等での

計量が望まれるが、これらを設置できない場合には、搬入台数（車種別）を計数、記録しておく必

要がある。 
 
【早期の搬出と仮置場の整理・整頓】 

・分別により、金属や廃家電等は仮置場から早期に搬出でき、仮置場スペースの確保が容易となる。

また、適切な仮置場の管理・運営が行えるよう、定期的に仮置場の整理・整頓を行うことも必要で

ある。 
 
【野焼きの禁止、便乗ごみ・不法投棄の禁止】 

・仮置場の不足や周知が不十分な場合、野焼きをする住民が出てくる可能性がある。環境・人体への

影響上、「野焼き禁止」を呼びかけておく必要がある。 
・便乗ごみ※や不法投棄を防止するため、仮置場に受付を設置し、被災者の確認及び積荷のチェック

を行う。併せて、広報紙や看板等による住民等への周知や、夜間の不法投棄防止のための出入口の

施錠、警備員の配置も必要となる。 
 ※便乗ごみ…災害廃棄物の回収に便乗した、災害とは関係のない通常ごみ、事業ごみ、危険物など。 
       便乗ごみには、①被災地域以外からの廃棄物、②被災地域内からの災害由来ではない

廃棄物に大別される。 
例えば、処理費用がかかるために家庭に退蔵されていたブラウン管テレビ等の家電や

自転車、水害時に持ち込まれる浸水の痕跡が明確でないもの等は便乗ごみの場合があ

る。また、大量の廃タイヤ、使用していない石膏ボード、鉄筋の入ったコンク－ト塊

などは、通常一般家庭から排出されることはないものであり、事業系の便乗ごみの可

能性がある。 
 
・住民が自宅近傍に自ら集積所を設置する場合がある。これらの場所は不法投棄につながる場合があ

ることから、一次仮置場への搬入を促し、速やかに閉鎖（解消）することが必要となる。 
 
【仮置場の安全管理】 

・仮置場での事故防止のため、重機の稼動範囲をコーンで囲うなど立ち入り禁止区域を明示し、誘導

員の配置や注意喚起を行う等、安全管理を徹底する。 
・作業員は、通常の安全・衛生面に配慮した服装に加え、アスベストの混入に備え、必ず防じんマス

クやメガネを着用する。靴については、破傷風の原因となる釘等も多いため、安全長靴をはくこと

が望ましいが、入手困難な場合、長靴に厚い中敷きを入れるなどの工夫をする。 
・夏場においては、休憩時間の確保や水分・塩分の補給等、熱中症対策を行う。 

 


